
30年（令和33年3月31日まで）原 議 保 存 期 間

一種（令和33年3月31日まで）有 効 期 間

各 地 方 機 関 の 長 警 察 庁 丙 保 発 第 ６ 号
殿

各都道府県警察の長 令 和 ２ 年 ５ 月 2 0 日

（参考送付先） 警 察 庁 生 活 安 全 局 長

各 附 属 機 関 の 長

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認定

及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則の

制定について（通達）

本日、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認

定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則（令和

２年国家公安委員会規則第７号）が別添のとおり公布された。その趣旨及び概要は下

記のとおりであるので、事務処理上遺憾のないようにされたい。

記

１ 趣旨

平成30年２月、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び

遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則（平成29年国家

公安委員会規則第９号。以下「改正規則」という ）が施行され、遊技球等の獲得。

性能に係る遊技機の基準の見直しが行われたが、今般、新型コロナウイルス感染症

の影響により、改正後の基準に係る遊技機への入替が困難となっており、また、入

替作業等に伴う感染拡大の防止を図る観点から、改正規則の附則を改正し、経過措

置期間の延長を行うものである。

２ 概要

改正規則による改正前の基準により認定を受けた遊技機又は検定を受けた型式に

属する遊技機については、改正規則の附則において、認定等を受けた時期に応じ、

各起算点から３年間の経過措置期間が定められていたところ、これを改正し、特定

遊技機（平成29年５月20日までに認定を受けた遊技機又は検定を受けた型式に属す

る遊技機をいう ）を除き、経過措置期間を４年間とする。。

３ 施行期日

公布の日

別添 官報（令和２年５月20日（本紙第252号 ）の写し（抄））



改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
遊
技
機
の
規
制
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
遊
技
機
の
規
制
に
関
す
る
経
過
措
置
）

４

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
さ
れ
た
許
可
又
は
承
認

の
申
請
に
係
る
遊
技
機
（
法
第
二
十
条
第
二
項
の

認
定
（
以
下
単
に
「
認
定
」
と
い
う
。）を
受
け
た

も
の
又
は
同
条
第
四
項
の
検
定
（
以
下
単
に
「
検

定
」
と
い
う
。）を
受
け
た
型
式
に
属
す
る
も
の
に

限
る
。）に
関
す
る
同
条
第
一
項
の
基
準
に
つ
い
て

は
、
当
該
認
定
を
受
け
た
日
又
は
当
該
検
定
の
遊

技
機
規
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
の

日
（
以
下
単
に
「
公
示
の
日
」
と
い
う
。）か
ら
起

算
し
て
四
年
（
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の

適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
遊
技
機

の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
令
和
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の

施
行
の
日
の
翌
日
の
三
年
前
の
日
（
附
則
第
十
項

に
お
い
て
「
特
定
日
」
と
い
う
。）の
前
日
ま
で
に

認
定
を
受
け
た
遊
技
機
又
は
検
定
を
受
け
た
型
式

に
属
す
る
遊
技
機
（
以
下
「
特
定
遊
技
機
」
と
い

う
。）に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
年
）
を
経
過

す
る
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
さ
れ
た
許
可
又
は
承
認

の
申
請
に
係
る
遊
技
機
（
法
第
二
十
条
第
二
項
の

認
定
（
以
下
単
に
「
認
定
」
と
い
う
。）を
受
け
た

も
の
又
は
同
条
第
四
項
の
検
定
（
以
下
単
に
「
検

定
」
と
い
う
。）を
受
け
た
型
式
に
属
す
る
も
の
に

限
る
。）に
関
す
る
同
条
第
一
項
の
基
準
に
つ
い
て

は
、
当
該
認
定
を
受
け
た
日
又
は
当
該
検
定
の
遊

技
機
規
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
の

日
（
以
下
単
に
「
公
示
の
日
」
と
い
う
。）か
ら
起

算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

（
施
行
日
以
後
に
さ
れ
た
許
可
の
申
請
等
に
関
す

る
経
過
措
置
）

（
施
行
日
以
後
に
さ
れ
た
許
可
の
申
請
等
に
関
す

る
経
過
措
置
）

７

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
認
定
を
受
け
た
遊
技
機

若
し
く
は
検
定
を
受
け
た
型
式
に
属
す
る
遊
技
機

又
は
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
法
第
二
十
条
第
一
項
の
基

準
に
従
っ
て
さ
れ
た
認
定
を
受
け
た
遊
技
機
若
し

く
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

こ
と
と
さ
れ
た
同
条
第
三
項
の
技
術
上
の
規
格
に

従
っ
て
さ
れ
た
検
定
を
受
け
た
型
式
に
属
す
る
遊

技
機
に
係
る
法
第
五
条
第
一
項
の
許
可
申
請
書
を

施
行
日
以
後
に
公
安
委
員
会
に
提
出
し
た
者
に
対

す
る
許
可
に
関
す
る
法
第
四
条
第
四
項
の
基
準
に

つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
遊
技
機
の
区
分

に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
起
算
し
て
四

年
（
特
定
遊
技
機
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三

年
）
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

７

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
認
定
を
受
け
た
遊
技
機

若
し
く
は
検
定
を
受
け
た
型
式
に
属
す
る
遊
技
機

又
は
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
法
第
二
十
条
第
一
項
の
基

準
に
従
っ
て
さ
れ
た
認
定
を
受
け
た
遊
技
機
若
し

く
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

こ
と
と
さ
れ
た
同
条
第
三
項
の
技
術
上
の
規
格
に

従
っ
て
さ
れ
た
検
定
を
受
け
た
型
式
に
属
す
る
遊

技
機
に
係
る
法
第
五
条
第
一
項
の
許
可
申
請
書
を

施
行
日
以
後
に
公
安
委
員
会
に
提
出
し
た
者
に
対

す
る
許
可
に
関
す
る
法
第
四
条
第
四
項
の
基
準
に

つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
遊
技
機
の
区
分

に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
起
算
し
て
三

年
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

﹇
一
〜
三

略
﹈

﹇
一
〜
三

同
上
﹈

８

前
項
に
規
定
す
る
遊
技
機
に
係
る
施
行
規
則
第

十
九
条
第
一
項
の
変
更
承
認
申
請
書
を
施
行
日
以

後
に
公
安
委
員
会
に
提
出
し
た
者
に
対
す
る
承
認

に
関
す
る
法
第
四
条
第
四
項
の
基
準
に
つ
い
て

は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
遊
技
機
の
区
分
に
応
じ

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
起
算
し
て
四
年
（
特

定
遊
技
機
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
年
）
を

経
過
す
る
ま
で
の
間
は
、な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

８

前
項
に
規
定
す
る
遊
技
機
に
係
る
施
行
規
則
第

十
九
条
第
一
項
の
変
更
承
認
申
請
書
を
施
行
日
以

後
に
公
安
委
員
会
に
提
出
し
た
者
に
対
す
る
承
認

に
関
す
る
法
第
四
条
第
四
項
の
基
準
に
つ
い
て

は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
遊
技
機
の
区
分
に
応
じ

当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経

過
す
る
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

９

附
則
第
七
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
法
第
四
条
第
四
項

の
基
準
に
従
っ
て
さ
れ
た
許
可
又
は
承
認
に
係
る

遊
技
機
に
関
す
る
法
第
二
十
条
第
一
項
の
基
準
に

つ
い
て
は
、
附
則
第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
遊
技
機

の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
起
算

し
て
四
年
（
特
定
遊
技
機
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
三
年
）
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

９

附
則
第
七
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
法
第
四
条
第
四
項

の
基
準
に
従
っ
て
さ
れ
た
許
可
又
は
承
認
に
係
る

遊
技
機
に
関
す
る
法
第
二
十
条
第
一
項
の
基
準
に

つ
い
て
は
、
附
則
第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
遊
技
機

の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
起
算

し
て
三
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

（
認
定
及
び
検
定
の
効
力
に
関
す
る
経
過
措
置
）

﹇
見
出
し
を
加
え
る
。﹈

10

特
定
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
さ
れ

た
認
定
又
は
検
定
は
、
遊
技
機
規
則
第
四
条
又
は

第
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
認
定
を
受

け
た
日
又
は
当
該
検
定
の
公
示
の
日
か
ら
起
算
し

て
四
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
は
、
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

令和年月日 水曜日 第号官 報
〇
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
四
条
第
四

項
、
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
四
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
及
び
遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

武
田

良
太

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定

等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
二
十
九
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線

を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規

定
と
し
て
移
動
し
、
二
重
傍
線
を
付
し
た
見
出
し
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、

こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
及
び
二
重
傍
線
を
付
し
た
共
通
見
出
し
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す

る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。





﹇
見
出
し
を
削
る
。﹈

（
認
定
及
び
検
定
の
効
力
に
関
す
る
経
過
措
置
）

11

附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
法
第
二
十
条
第
一
項
の
基
準

に
従
っ
て
さ
れ
た
認
定
又
は
附
則
第
六
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
同

条
第
三
項
の
技
術
上
の
規
格
に
従
っ
て
さ
れ
た
検

定
は
、
附
則
第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
遊
技
機
の
区

分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
起
算
し
て

四
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
は
、
な
お
そ
の
効
力

を
有
す
る
。

10

附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
法
第
二
十
条
第
一
項
の
基
準

に
従
っ
て
さ
れ
た
認
定
又
は
附
則
第
六
項
の
規
定

に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
同

条
第
三
項
の
技
術
上
の
規
格
に
従
っ
て
さ
れ
た
検

定
は
、
附
則
第
七
項
各
号
に
掲
げ
る
遊
技
機
の
区

分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
起
算
し
て

三
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
は
、
な
お
そ
の
効
力

を
有
す
る
。

12

﹇
略
﹈

11

﹇
同
上
﹈

13

﹇
略
﹈

12

﹇
同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 水曜日 第号官 報


